
　

あ
ら
ゆ
る
大
規
模
自
然
災
害
を

想
定
し
な
が
ら
、
起
き
て
は
な
ら

な
い
最
悪
の
事
態
を
明
ら
か
に
し
、

事
前
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
を
進

め
、
迅
速
な
復
旧
復
興
を
可
能
に

す
る
た
め
、
強
靱
な
仕
組
み
作
り

を
平
時
か
ら
持
続
的
に
展
開
し
、

強
靱
化
の
取
り
組
み
の
方
向
性
、

内
容
を
と
り
ま
と
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
八
街
市
国
土
強
靱
化
地

域
計
画
（
素
案
）
を
作
成
し
ま
し
た
。

　

八
街
市
国
土
強
靱
化
地
域
計
画

（
素
案
）
に
対
し
て
、
市
民
の
皆

さ
ん
か
ら
広
く
ご
意
見
を
お
伺
い

す
る
た
め
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
手
続
き
を
実
施
し
ま
す
。

募
集
期
間

12
月
15
日
㈫
〜

　
　
　
　

令
和
３
年
１
月
14
日
㈭

閲
覧
場
所

・
防
災
課
（
年
末
年
始
・
祝
日
を

　

除
く
月
曜
〜
金
曜
日
）

・
中
央
公
民
館
・
図
書
館
・
ス
ポ

八
街
市
国
土
強
靱
化
地
域
計
画
（
素
案
）
の
意
見
を
募
集

八
街
市
国
土
強
靱
化
地
域
計
画
（
素
案
）
の
意
見
を
募
集

　

市
立
保
育
園
６
園
の
会
計
年
度

任
用
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

任
用
期
間
（
期
間
更
新
あ
り
）

　

令
和
３
年
４
月
１
日
〜

　
　
　
　
　

令
和
４
年
３
月
31
日

保
育
士

資
格　

保
育
士
資
格
ま
た
は
幼
稚

　
　
　

園
教
諭
免
許

勤
務
時
間

　

月
曜
〜
土
曜
日
（
週
５
日
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
ま

　

た
は
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
６
時

※
週
１
〜
２
回
の
早
番
・
遅
番
あ
り
。

給
料　

月
額
１
９
５
５
０
０
円

※
地
域
手
当
・
期
末
手
当
・
時
間

外
勤
務
手
当
・
通
勤
手
当
（
２
㎞

以
上
）
は
別
途
支
給
し
ま
す
。

延
長
保
育
員

資
格　

資
格
不
要

令
和
３
年
度
会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

令
和
３
年
度
会
計
年
度
任
用
職
員
を
募
集

勤
務
時
間
（
週
20
時
間
未
満
勤
務
）

　

月
曜
〜
土
曜
日

　

午
前
７
時
〜
９
時
30
分

　

午
後
３
時
30
分
〜
７
時

報
酬

　

時
給
９
８
０
円（
地
域
手
当
含
む
）

※
期
末
手
当
（
勤
務
時
間
週
15
・

５
時
間
以
上
）・
通
勤
手
当
（
２

㎞
以
上
）
は
別
途
支
給
し
ま
す
。

応
募
方
法　

会
計
年
度
任
用
職
員

　

登
録
申
込
書
（
写
真
貼
付
）
と

　

資
格
証
（
保
育
士
の
み
）
を
子

　

育
て
支
援
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

勤
務
先
や
勤
務
内
容
な
ど
が
合

致
し
た
方
を
面
接
の
う
え
、
決
定

し
ま
す
。
詳
し
く
は
、
子
育
て
支

援
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

　

ー
ツ
プ
ラ
ザ
（
休
館
日
を
除
く
）

・
市
役
所
公
文
書
公
開
コ
ー
ナ
ー

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

応
募
資
格

・
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方

・
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
・
法

　

人
・
そ
の
他
の
団
体
が
あ
る
方

・
本
案
件
に
利
害
関
係
の
あ
る
方

意
見
の
提
出
方
法

　

氏
名
、
団
体
名
（
所
属
し
て
い

　

る
場
合
の
み
）、
住
所
、
電
話

　

番
号
、
意
見
を
市
指
定
の
書
面

　

に
記
入
し
、
防
災
課
へ
持
参
、

　

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先

〒
２
８
９
‐
１
１
９
２

　

八
街
市
八
街
ほ
35
番
地
29

　
　

４
４
４
‐
０
８
１
５

　
　

bosai@city.yachimata.lg.jp

問
防
災
課

☎
４
４
３
‐
１
１
１
９

　

毎
年
１
月
に
「
新
春
子
ど
も
会

書
き
初
め
展
」
の
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
が
収
束
し
な
い
な

か
で
の
開
催
は
困
難
と
判
断
し
た

た
め
、
開
催
中
止
を
決
定
し
ま
し
た
。

「
新
春
子
ど
も
会
書
き
初
め
展
」

を
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
皆
さ
ま

に
、
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

問
社
会
教
育
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
６
４

第第
5858
回
新
春
子
ど
も
会

回
新
春
子
ど
も
会

　

書
き
初
め
展
開
催
中
止
の

　

書
き
初
め
展
開
催
中
止
の

　
　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ

　

資
源
物
と
な
る
古
紙
類
・
ス
チ

ー
ル
缶
・
ア
ル
ミ
缶
を
回
収
す
る

市
民
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

　

回
収
量
に
応
じ
て
１
㎏
当
た
り

４
円
の
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

ま
た
、
資
源
物
の
引
き
渡
し
量
に

応
じ
て
、
回
収
業
者
か
ら
売
り
払

い
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

資
源
回
収
実
施
団
体
の
登
録
要
件

・
市
内
で
活
動
す
る
市
民
団
体
で

　

あ
る
こ
と
。

・
資
源
物
集
積
所
を
設
置
し
、
管

　

理
で
き
る
こ
と
。

・
計
画
的
な
集
積
活
動
を
実
施
で

　

き
る
こ
と
。

　

登
録
を
希
望
す
る
市
民
団
体
を

対
象
に
、
次
の
日
程
で
説
明
会
を

行
い
ま
す
。

令
和
３
年
度
資
源
回
収
実
施
団
体
の
募
集
と
説
明
会
を
開
催

令
和
３
年
度
資
源
回
収
実
施
団
体
の
募
集
と
説
明
会
を
開
催

時
令
和
３
年
１
月
12
日
㈫

　

午
後
２
時
〜

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
令
和
２
年
度
の
資
源
回
収
実
施

団
体
も
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
令
和
２
年
度
の
登
録
有
効
期
限

は
、
令
和
３
年
３
月
31
日
で
す
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対

策
と
し
て
、
１
団
体
に
つ
き
１
人

で
の
参
加
と
説
明
会
当
日
は
、
検

温
と
手
洗
い
を
行
い
、
マ
ス
ク
の

着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
新
規
団
体
で
登
録
す
る
場
合
は
、

12
月
25
日
㈮
ま
で
に
ク
リ
ー
ン
推

進
課
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
ク
リ
ー
ン
推
進
課

　

☎
４
４
３
‐
６
９
３
７

　

骨
髄
・
末
梢
血
幹
細
胞
提
供
者

（
ド
ナ
ー
）
の
増
加
や
移
植
の
推

進
を
目
指
し
て
、
ド
ナ
ー
と
ド
ナ

ー
が
勤
務
す
る
事
業
所
に
助
成
金

を
交
付
し
ま
す
。

ド
ナ
ー

　

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
令
和
２

　

年
４
月
１
日
以
降
に
日
本
骨
髄

　

バ
ン
ク
で
骨
髄
な
ど
の
提
供
を

　

完
了
し
、
証
明
す
る
書
類
の
交

　

付
を
受
け
て
い
る
方

事
業
所

　

ド
ナ
ー
に
ド
ナ
ー
休
暇
を
与
え

　

た
国
内
の
事
業
所　

骨
髄
移
植
ド
ナ
ー
支
援
事
業
を
開
始
し
ま
し
た

骨
髄
移
植
ド
ナ
ー
支
援
事
業
を
開
始
し
ま
し
た

助
成
額

ド
ナ
ー　

１
日
に
つ
き
２
万
円

　
　
　
　
　

（
上
限
７
日
）

事
業
所　

１
日
に
つ
き
１
万
円

　
　
　
　
　

（
上
限
７
日
）

※
骨
髄
・
末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供

に
必
要
な
通
院
・
入
院
な
ど
が
対

象
で
す
。

申
請
期
間

　

退
院
し
た
日
の
翌
日
か
ら
１
年

　

以
内
に
健
康
増
進
課
へ
申
請
し

　

て
く
だ
さ
い
。

問
健
康
増
進
課

☎
４
４
３
‐
１
６
３
１

　小型家電リサイクル法の認定業者であるリネット
ジャパンリサイクル㈱と協定を締結し、家庭で不用
となったパソコンなどを宅配便で無料回収します。
回収対象　パソコン本体・携帯電話・ビデオ・オー
　ディオ・キッチン家電・生活家電などの電化製品
※テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機・衣
類乾燥機、乾電池、石油・灯油を利用したストーブ
などは回収できません。
利用方法
①リネットジャパンリサイクル㈱のホームページに
　ある申し込みフォームより申し込み。
②パソコン内のデータを消去する。申し込み後、無
　料で利用可能な消去ソフトが使用できます。
※消去するのに５～６時間かかることがあり、年式・
型式によりソフトが適合しない場合があります。
③自宅にある段ボール箱に不用な家庭用パソコンを
　入れる。３辺（縦・横・高さ）の合計が１４０㎝以内、
　重さが20㎏以内です。
※段ボール箱に入れば、ほかの小型家電も回収します。
※箱のサイズ・重さを超えると回収はできません。
④宅配業者が希望日時に自宅へ回収に伺います。
※お申し込み後のキャンセルはできません。
回収料金（税抜き）
 ・パソコン本体を含む回収は１箱分無料です。
 ・２箱目からは１箱１,５００円です。
 ・小型家電のみの場合は１箱１,５００円です。
 ・ブラウン管モニターは１台３,０００円です。
 ・ＰＣデータ消去おまかせサービス（１台３,０００円）
　は、後日、消去証明書を発行します。消去証明書
　の郵送を希望する場合は追加料金１台５００円です。
　インターネットが利用できない方は、リネットジ
ャパンリサイクル㈱に相談するか、ＦＡＸでお申し
込みください。ＦＡＸ専用申込書は、市ホームペー
ジからダウンロードできます。
相談窓口　リネットジャパンリサイクル㈱
　☎０５７０－０８５－８００
　 （午前10時～午後５時）
　　https://www.renet.jp/　
問クリーン推進課　☎４４３－６９３７

　小型家電リサイクル法の認定業者であるリネット
家庭用のどんなパソコンでも無料回収します家庭用のどんなパソコンでも無料回収します

　

☎
４
４
３
‐
１
４
６
４

　

☎
４
４
３
‐
１
４
６
４

　

☎
４
４
３
‐
６
９
３
７

　

☎
４
４
３
‐
６
９
３
７

令和 ２ 年12月15日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ２

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

問

問 問
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